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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年5月17日(2012.5.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３５】
ある実施態様では、炭化水素原料油は、酸素含有化合物、および／または窒素化合物を所
望のレベルまで除去するために、シリカ、アルミナ、シリカ－アルミナ、高表面積カーボ
ン（例えば、表面積が１００ｍ２／ｇ以上、好ましくは２００ｍ２／ｇ以上、より好まし
くは４００ｍ２／ｇ以上）、モレキュラーシーブ、ゼオライト、あるいはクレイなどの前
処理触媒で前処理される。酸素含有化合物と、塩基性の窒素化合物の選択的除去は、通常
室温付近の温度、圧力約１３６から約１４８０ｋＰａ－ａ、ＷＨＳＶ約０．１から約５ｈ
ｒ－１において行われる。
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